
十日町市　下水道関係　申請様式一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

様式番号 名　称 必要となる時 提出の時期 その他必要書類

１．排水設備

　　１－１．排水設備設置　　　　　　　　　　　　　　　　

様式第1号・2号
排水設備等計画確認(変更)申請書
排水設備等計画確認通知書

排水設備を新設・変更する時 使用開始の５日前までに（休日を除く）

特殊な設備を使用する場合は仕様がわかるもの、
グリストラップ使用の場合は仕様と計算書
浄化槽廃止を伴う場合は「浄化槽使用廃止届出書」
（届出日廃止日の欄は空欄）

様式第1号・2号
排水設備等計画確認(変更)申請書
排水設備等計画確認通知書（浄化槽）

〃 〃

- 設計図 〃 〃
- 工事設計書 〃 〃

- 使用開始連絡表 下水道へ接続した時（FAX、メールOK）
工事が完了し下水道へ接続したらすぐ
（できるだけその日のうちに）

様式第6号 排水設備等工事完了届 工事が完了した時 工事完了後５日程度 完了図面
- 自主検査結果報告書 〃 〃

土地家屋使用承諾書 他人の土地を使用する時 速やかに 該当する位置図、設計図など
【同意書】 既設配管流用に関する同意書 市から提出を求められたら 速やかに 該当する設計図など
【同意書】 設置基準を満たさない排水設備に関する同意書 〃 速やかに 該当する設計図など

　　１－２．使用休止・廃止・再開

様式第21号 公共下水道・農業集落排水使用(休止、再開)届出書 水道は使用するが、下水道の使用を休止する場合 事前に
様式第22号 公共下水道・農業集落排水使用廃止届出書 家を解体し、下水道の使用をやめる時 工事完了後５日程度 廃止図面（ます図）、写真（キャップ止め位置が分かるも

　　１－３．一時使用

様式第23号 公共下水道・農業集落排水一時使用許可申請書 一時的に下水道を使用する時 使用開始の５日前までに（休日を除く） 現状の写真、工事場所の位置図、平面図
様式第25号 公共下水道・農業集落排水一時使用廃止届出書 一時使用を廃止する時 速やかに 廃止の写真

　　１－４．補助金

様式第1号 補助金交付申請書
排水設備の新設時に他の家と共同使用の部分が
あり、
補助金を申請する時

排水設備等計画確認申請の許可後
（市の方で用意）
排水設備等計画確認申請書の写し、
設計書、平面図、補助金算出資料

様式第9号 公共汚水ます共同使用代表者選定届出書 〃 〃
- 補助金変更交付申請書 申請時から工事金額の変更があった場合 実績報告より前に 変更箇所が分かる資料（設計書、図面）
- 補助金変更交付決定通知 変更申請を受理したら 変更申請を受理したら

様式第3号 補助金実績報告 工事が完了した時 工事完了後５日程度
（市の方で用意）
排水設備等計画確認申請書の写し、
設計書、平面図、補助金算出資料

様式第5号 補助金請求書 確定通知が届いたら（市から同時に送付する） 送付文の期限までに 振込口座通帳（１枚開いたページ）の写し

　　１－５．その他

様式第1号 公共下水道区域外流入新規（変更）許可申請書 区域外流入を申請する時 排水設備等計画確認申請書と同時
様式第3号 排水設備設置義務免除許可申請書 下水道へ流入しない水量を控除したい場合 排水設備等計画確認申請書と同時 位置図、平面図など
様式第5号 排水設備等共同設置代理人選定(変更)届出書 排水設備を複数件で共同設置する場合 市へ相談

- 土地家屋使用承諾書 他人の土地を使用する時 市へ相談 位置図、平面図など
- 公共下水道（汚水管）に流入しない汚水控除量申告書 控除メーターを設置する時 設置工事前

２．公共汚水ます

　　２－１．ます設置

様式第8号 公共汚水ます設置同意書 公共桝を新規に設置する時 現場着手の５日前までに（休日を除く）
様式第9号 公共汚水ます共同使用代表者選定届出書 公共桝を共同で設置する時 公共汚水ます設置同意書と同時
様式第10号 公共汚水ます共同使用代表者変更届出書 共同桝の代表者を変更する時 適宜

　　２－２．施行承認

様式第1号 工事施工承認申請書 公共桝の移設・変更など 現場着手の５日前までに（休日を除く）
現状の写真
工事場所の位置図、ますの計画図

- 帰属承諾書 〃 〃
- 損害賠償責任負担請書 〃 〃
- 施工承認利害関係人同意書 〃　（共同ますの場合） 〃

様式第2号 着手届　 工事に着手する時 速やかに
様式第3号 工事施行承認申請書（工期変更） 工期を変更する時 速やかに

様式第4号 完了届 工事が完了した時 工事完了後５日程度
施工写真（前・中・後）
工事図面など工事関連図書（ます図）
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様式番号 名　称 必要となる時 提出の時期 その他必要書類

３．井水

① 払出個票 井水メーターを新規で設置する時 設置後速やかに
② 量水器取替伝票 井水メーターを交換する時 交換後速やかに 遠隔で、配線も交換する場合は工事前後の写真
③ 量水器廃止伝票 井水メーターを撤去する時 撤去後速やかに 廃止前後の写真、撤去したメーター本体

④ 量水器廃止届(使用者申し出用) 業者ではなく使用者が撤去の届出をする時 撤去後速やかに
廃止前後の写真（可能であれば）
撤去したメーター本体

４．浄化槽

　　４－１．設置工事

様式第1号 浄化槽設置申請書 市設置型浄化槽を新規で設置したい時 設置希望日の２か月以上前
土地使用貸借契約書２部、電力使用契約書２部
位置図

様式第2号 浄化槽設置工事計画書 設置工事の設計をしたら 設置工事の設計をしたら
様式第3号 浄化槽設置工事計画変更申請書 設置工事計画を変更したい時 適宜
様式第4号 浄化槽設置工事計画承認書 設置工事計画に同意する時 速やかに

　　４－２．寄附採納

様式1 寄附申出書 個人設置の合併浄化槽を市に寄附する時 まずは市に相談
土地使用貸借契約書２部、電力使用契約書２部、
直近１年間の維持管理票、11条検査票

- 合併処理浄化槽設置における確約書 市から求められたら 速やかに
- 使用開始連絡表（浄化槽） 寄付採納の浄化槽の下水道料金開始の時 その日のうちに

　　４－３．共通・その他

様式2 土地使用貸借契約書 市設置型浄化槽を設置する時、寄付採納の時 浄化槽設置申請書または寄附申出書と同
様式3 電力使用契約書 市設置型浄化槽を設置する時、寄付採納の時 浄化槽設置申請書または寄附申出書と同

参考様式1 浄化槽休止報告書 浄化槽を休止する時（水道・ブロワを停止する） 速やかに
参考様式2 浄化槽再開報告書 休止した浄化槽を使用する時 使用開始前
様式第6号 浄化槽に関する地位継承届 浄化槽の使用者を変更する時 適宜

　　４－４．県様式

別記様式第一号浄化槽設置届出書（表）（裏） 浄化槽を設置する時
市設置のものは工事希望日の２ヶ月以上
前

別記様式第二号浄化槽変更届出書（表）（裏） 構造・規模を変更する時 適宜
第2号様式 浄化槽使用開始報告書 使用を開始した時 使用開始の日から30日以内
第4号様式 浄化槽技術管理者変更報告書 技術管理者を変更した時 変更の日から30日以内
第5号様式 浄化槽管理者変更報告書 管理者を変更した時（使用者ではない） 変更の日から30日以内
様式第一号 浄化槽使用廃止届出書 浄化槽の使用を廃止した時（原則撤去） 事由発生から30日以内

５．特定施設

様式第6,7 特定施設設置・使用届出書 特定施設を設置する計画のある時（設置前） 計画時 位置図
様式第6別紙 特定施設設置・使用届出書別紙 〃 計画時

- 参考事項 〃 計画時
- 工事等完了届出書 特定施設の設置工事が完了したら 工事完了後５日程度

様式第8 特定施設の構造等変更届出書 特定施設の構造を変更する時 適宜
様式第10 氏名等変更届出書 特定施設の名称等を変更する時 適宜
様式第11 特定施設使用廃止届 特定施設を廃止する時 適宜
様式第12 承継届出書 特定施設の持ち主を変更する時 適宜

６．下水道施設占用

様式第29号 公共下水道行為及び占用許可(変更許可)申請書 下水道施設を使用したい時 計画時 位置図、設置物件の詳細等
様式第29号 公共下水道行為及び占用許可(変更許可)申請書【継続】 下水道施設の使用を更新する時（５年更新） 更新の案内の通り
様式第33号 変更届出書 占用している施設を変更する時 適宜

７．指定工事店

様式第1号 下水道排水設備工事店指定申請書 指定工事店に新規登録または更新したい時 更新の場合は案内の通り
- 「履歴書」(記入例あり) 〃 〃
- 「施工に必要な設備・器材の所有状況一覧表」 〃 〃

付票 「3年間の工事経歴書」 〃　　（新規登録時のみ） 新規登録時のみ
様式第2号 営業所の平面図及び付近見取図 〃 更新の場合は案内の通り
様式第3号 専属責任技術者名簿 〃 〃
様式第7号 指定辞退届(記入例あり) 指定工事店の更新を行わない時 更新の案内の期日内に、または廃業時
様式第8号 指定工事店異動届 指定工事店の登録内容に変更があった時 適宜 異動届に記載の添付書類


